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電
気
電
気
通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
第
四
条
に
規
定
す
る
実
施
計
画
の
認
定
等
に
係
る
手
続
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
件
第
二
項
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
務
大
臣
の
行
う

証
明
に
関
す
る
手
続
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
告
示
第
二
百
三
号
）
新
旧
対
照
表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

（
総
務
大
臣
の
行
う
証
明
に
係
る
申
請
） 

（
総
務
大
臣
の
行
う
証
明
に
係
る
申
請
） 

第
一
条 

（
略
） 

第
一
条 

（
同
上
） 

（
証
明
書
の
交
付
） 

（
証
明
書
の
交
付
） 

第
二
条 

総
務
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
証
明
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お

い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
証
明
申
請
書
に
そ
の
旨

を
記
入
し
、
当
該
申
請
に
係
る
証
明
書
と
し
て
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

当
該
申
請
に
係
る
電
気
通
信
設
備
が
認
定
計
画
に
従
っ
て
取
得
又
は
製
作
若
し
く

は
建
設
を
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
手
続
告
示
第
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
要
件
を

満
た
す
こ
と
。 

二 

首
都
直
下
地
震
緊
急
対
策
区
域
内

に
設
置
さ
れ
た
施
設
及
び

首
都
直
下
地
震
緊

急
対
策
区
域
以
外

の
地
域
内
に
設
置
さ
れ
た
施
設
を
利
用
し
て
、
特
定
情
報
通
信
業

（
自
己
の
電
子
計
算
機
の
情
報
処
理
機
能
の
全
部
又
は
一
部
の
提
供
を
行
う
事
業
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
申
請
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
請
者
の
特
定
情
報
通

信
業
の
用
に
供
す
る
新
設
又
は
増
設
を
し
た
一
の
生
産
等
設
備
（
発
電
に
係
る
設
備

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
構
成
す
る
当
該
認
定
計
画
に
記
載
さ
れ
た
サ
ー
バ
ー
用

の
電
子
計
算
機
、
非
常
用
電
源
装
置
及
び
ル
ー
タ
ー
又
は
ス
イ
ッ
チ
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
サ
ー
バ
ー
用
の
電
子
計
算
機
等
」
と
い
う
。
）
の
取
得
価
額
の
合
計
額

の
当
該
一
の
生
産
等
設
備
を
構
成
す
る
減
価
償
却
資
産
（
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和

四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に

第
二
条 

総
務
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
証
明
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お

い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
証
明
申
請
書
に
そ
の
旨

を
記
入
し
、
当
該
申
請
に
係
る
証
明
書
と
し
て
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

当
該
申
請
に
係
る
電
気
通
信
設
備
が
認
定
計
画
に
従
っ
て
取
得
又
は
製
作
若
し
く

は
建
設
を
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
手
続
告
示
第
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
要
件
を

満
た
す
こ
と
。 

二 

東
京
圏
内
に
設
置
さ
れ
た
施
設
及
び
東
京
圏
以
外
の
地
域
内
に
設
置
さ
れ
た
施
設

を
利
用
し
て
、
特
定
情
報
通
信
業
（
自
己
の
電
子
計
算
機
の
情
報
処
理
機
能
の
全
部

又
は
一
部
の
提
供
を
行
う
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
申
請
者
に
あ
っ
て

は
、
当
該
申
請
者
の
特
定
情
報
通
信
業
の
用
に
供
す
る
新
設
又
は
増
設
を
し
た
一
の

生
産
等
設
備
（
発
電
に
係
る
設
備
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
構
成
す
る
当
該
認
定

計
画
に
記
載
さ
れ
た
サ
ー
バ
ー
用
の
電
子
計
算
機
、
非
常
用
電
源
装
置
及
び
ル
ー
タ

ー
又
は
ス
イ
ッ
チ
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
サ
ー
バ
ー
用
の
電
子
計
算
機
等
」
と

い
う
。
）
の
取
得
価
額
の
合
計
額
の
当
該
一
の
生
産
等
設
備
を
構
成
す
る
減
価
償
却

資
産
（
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
号
か

ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
価
額
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合

（別紙３） 

 

 

 



 

2 

 
 

限
る
。
）
の
取
得
価
額
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合
が
百
分
の
二
十
以
上
の
も
の
（
当

該
サ
ー
バ
ー
用
の
電
子
計
算
機
等
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
五
億
円
未
満
の
も
の
を

除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。 

が
百
分
の
二
十
以
上
の
も
の
（
当
該
サ
ー
バ
ー
用
の
電
子
計
算
機
等
の
取
得
価
額
の

合
計
額
が
五
億
円
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。 

（
証
明
書
の
記
載
事
項
の
変
更
に
係
る
申
請
） 

（
証
明
書
の
記
載
事
項
の
変
更
に
係
る
申
請
） 

第
三
条 

（
略
） 

第
三
条 

（
同
上
） 

（
証
明
の
取
消
し
） 

（
証
明
の
取
消
し
） 

第
四
条 

（
略
） 

第
四
条 

（
同
上
） 

 



様式第一（第一条関係）

電気通信基盤充実臨時措置法第５条第３項に規定する認定計画に従って

取得等をした電気通信設備であること等の証明申請書

（本様式は、租税特別措置法第６８条の２６第１項の規定に基づき、に規定する

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人についても使用す

るものとする。）

（総務大臣） 殿

申請年月日 年 月 日

住 所
ふり がな

申請者名（名称及び代表者の氏名を記載することとし、
ふ り が な

代表者が自筆で記入したときは、押印を省略

できる。）

長 （連絡先 電話番号： 担当者： ）

電気通信基盤充実臨時措置法第５条第３項に規定する認定計画に従って取得等をした電気

通信設備が、租税特別措置法施行令第２８条の８第２項第１号及び第２号に掲げる要件を満

辺 たすことについて証明を受けたいので、別紙の書類を添えて申請します。

１ 電気通信基盤充実臨時措置法第４条第１項の認定年月日及び認定番号
（同法第５条第１項の変更認定を受けた場合は、変更認定年月日及び変更認定番号も併
せて記載する。）

認定年月日： 年 月 日
認定番号 ： 号

（変更認定年月日： 年 月 日）

（変更認定番号 ： 号）

２ 添付書類

（１）平成２５年総務省告示第203号様式第二

（２）平成２５年総務省告示第203号別表第一に掲げる書類

（３）平成２５年総務省告示第203号別表第二に掲げる書類

本申請に係る様式第二の（１）から（３）までに記載した電気通信設備が、電気通信基盤

充実臨時措置法第５条第３項に規定する認定計画に従って取得等したものであり、租税特別

措置法施行令第２８条の８第２項第１号及び第２号に掲げる要件を満たすものであることを

証明します。

第 号

年 月 日 （総務大臣記名押印）

短 辺 （日本工業規格 A列4版）



様式第三（第三条関係）

電気通信基盤充実臨時措置法第５条第３項に規定する認定計画に従って

取得等をした電気通信設備であること等の証明申請書

（本様式は、租税特別措置法第６８条の２６第１項の規定に基づき、連結親法人

又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人も使用するものとする。）

（総務大臣） 殿

申請年月日 年 月 日

住 所
ふり がな

申請者名（名称及び代表者の氏名を記載することとし、
ふ り が な

代表者が自筆で記入したときは、押印を省略

できる。）

（連絡先 電話番号： 担当者： ）

長 電気通信基盤充実臨時措置法第５条第３項に規定する認定計画に従って取得等をした電気

通信設備が、租税特別措置法施行令第２８条の８第２項第１号及び第２号に掲げる要件を満

たすことについて証明を受けたいので、別紙の書類を添えて申請します。

辺 １ 変更した箇所

２ 変更した理由

３ 当該変更に係る電気通信基盤充実臨時措置法第５条第１項の変更認定年月日及び変更

認定番号

変更認定年月日： 年 月 日

変更認定番号 ： 号

４ 添付書類

（当該変更に係る申請添付書類のみ添付）

本申請に係る様式第二の（１）から（３）までに記載した電気通信設備が、電気通信基盤

充実臨時措置法第５条第３項に規定する認定計画に従って取得等したものであり、租税特別

措置法施行令第２８条の８第２項第１号及び第２号に掲げる要件を満たすものであることを

証明します。

第 号

年 月 日

（総務大臣記名押印）

短 辺 （日本工業規格 A列4版）



別
表
第
二
（
要
件
を
満
た
す
電
気
通
信
設
備
で
あ
る
こ
と
を
示
す
添
付
書
類
）

区

分

添

付

書

類

一

サ
ー
バ
ー
用
の
電
子
計
算
機

１

当
該
設
備
の
仕
様
を
示
す
書
類

２

首
都
直
下
地
震
緊
急
対
策
区
域
東
京
圏
に
お
け
る
特
定
情
報
通
信
事
業
施
設
に
設
置

さ
れ
た
電
子
計
算
機
に
保
管
さ
れ
た
顧
客
の
情
報
の
複
製
物
を
保
管
し
、
か
つ
、
災
害

、
事
故
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
当
該
情
報
が
滅
失
又
は
毀
損
し
た
場
合
そ
の
他
の
当
該

情
報
の
利
用
に
支
障
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
の
複
製
物
を
電
気
通
信
回

線
を
介
し
て
当
該
顧
客
に
提
供
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
書
類

３

様
式
第
二
の
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
確
認
で
き
る
書
類

二

非
常
用
電
源
装
置

１

当
該
設
備
の
仕
様
を
示
す
書
類

２

様
式
第
二
の
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
確
認
で
き
る
書
類

三

ル
ー
タ
ー
又
は
ス
イ
ッ
チ

１

当
該
設
備
の
仕
様
を
示
す
書
類

２

様
式
第
二
の
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
確
認
で
き
る
書
類

四

特
定
情
報
通
信
業
の
用
に
供
す
る
一
の
生
産
等

１

当
該
設
備
の
仕
様
を
示
す
書
類

設
備
（
一
か
ら
三
ま
で
に
記
載
し
た
設
備
を
除
く

２

様
式
第
二
の
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
確
認
で
き
る
書
類

。
）
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